
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

いわサポ通信  
令和５年 12 月１5 日発行 

 

岩沼市市民活動サポートセンター
（いわぬま市民交流プラザ内） 
〒989-2441 

岩沼市館下二丁目 3-1 

☎ 35-7205  FAX 35-7265  

✉ iwasapo@dream.ocn.ne.jp 

 
 
 

  

  

    

 

「誰かの役に立つ活動をしてみたいな」、「岩沼にはど

んな団体があるんだろう」と考えている皆さん！一緒に

岩沼の市民活動団体を探してみませんか？気になる団体

を見つけたら、サポセンのスタッフが連絡のお手伝いを

します！ 

市民活動相談会開催のお知らせ（1月・2月・3 月） 

 
 

■開催日時： 

・１月１２日(金)  １３時３０分～１４時２０分 

         １４時３０分～１５時２０分 

         １５時３０分～１６時２０分 

 

・２月 ９日(金)  １５時３０分～１６時２０分 

 

・3月 8日(金)  １３時３０分～１４時２０分 

         １４時３０分～１５時２０分 

 

※各日要申し込み。 
 
 

 

 

■相 談 員： 
   特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

太田 貴 氏 

■場 所：いわぬま市民交流プラザ 交流室２ 

■相 談 料：無料 

■申込・問：岩沼市市民活動サポートセンター 

☎ 35-7205、FAX 35-7265 

 

 

日  時：２月９日(金) 1３時３０分～1４時３０分 

場  所：いわぬま市民交流プラザ 多目的室１・２ 

定  員：先着１５人 

講  師：特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO センター 太田 貴 氏  

対  象：市内の市民活動団体に興味のある方 

参 加 費：無料 

申込・問：岩沼市市民活動サポートセンター 

☎  35-7205 

✉  iwasapo＠dream.ocn.ne.jp 

申込締切：2 月７日(水) 



 

 

🉂 

■申請方法：事前にさわやか市政推進課と協議の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

早いもので年末がやってきますね！おかげさまで今年も、忙しくも充実した良い１年となりました。皆さんは

今年１年、どんな年でしたか？来年も、 利用者の皆さんに愛される交流プラザを目指して日々業務に励みます

ので、どうぞよろしくお願いします。いわサポ通信のご感想もぜひお待ちしています♪             （條）                      

 

 

市民活動専門相談員さんからの 

ちょっといい話   

「教えて、相談員さん」 

 

 

 

 
 

 

サポートセンター相談員 

特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

           太田 貴 氏 

 

◎今回のお題は… 

【活動休止・解散】 

 

市民活動を続けている中で「ちょっと困ったな」

「他の団体ではどうしているのかな」など、相談員              

さんに聞いてみたいことがありましたら、市民活動 

サポートセンターまでお気軽にご相談ください。 

  

 

10月2日(月)～11月３０日(木)の2カ月間に

渡り、交流プラザの開館 5 周年を記念して「5 周

年のあゆみ写真展」と、「登録団体活動紹介パネル

展」を開催しました。 

写真展では、開所式から現在に至るまで、プラ

ザで開催してきた事業などの風景の写真を展示

し、期間中はたくさんの来館者の皆さんにご覧い

ただきました。また、登録団体活動紹介パネル展

では１０団体の皆さんの力作の活動紹介パネル

が並びました。どの団体の紹介パネルも大変素晴

らしく、来館者の皆さんは足を止めてそれぞれの

団体の活動紹介文や活動写真を興味深くご覧に

なっていました。 

5 周年のあゆみ写真展の様子 

「５周年のあゆみ写真展」、「登録団体活動紹介パネル展」を開催 

 たくさんの利用者の方にご覧いただきました！ 

休止・解散にはマイナスの 

イメージがあるかもしれませんが、 

「地域での役割を十分に果たした」と思える 

のであれば、役員や特定の人にだけ負担をかけ 

たまま活動を続けるより、休止・解散について団体で

話し合うことをお勧めします。突然の休止・解散は利

用者や受益者、関係者にも影響が及ぶので、なるべく

計画的に準備し、十分な周知期間を設けましょう。                                

似たような活動をしている他団体を紹介できるとよ

り親切です。また、団体に残余財産（残金）がある 

場合は、清算方法（寄付先など） 

を決める事もお忘れなく。 

編
集
後
記 

 

 登録団体活動紹介パネル展の様子 
 


